
7．病院群の構成等 様式Ａ－10別表

基幹型又は地域密着型臨床研修病院の名称（所在都道府県）：静岡済生会総合病院 （静岡県）

所在都道府
県

二次医療圏 名称 新規 所在都道府
県

二次医療圏
追加・
削除

名称 新規 所在都道府
県

二次医療圏
追
加・
削除

名称 新規 名称 定員

静岡県 静岡 静岡済生会総合病院

(病院施設番号:030381)

静岡県 静岡
独立行政法人　静岡市立静岡
病院
(病院施設番号:030379)

静岡県 静岡
静岡市保健所

(病院施設番号:033421)

静岡済生会総合病院
臨床研修プログラム

12

静岡県 静岡
静岡県立こころの医療セン
ター
(病院施設番号:030382）

静岡県 静岡
静岡県赤十字血液センター

(病院施設番号:033422)

静岡県 静岡
医療法人清仁会日本平病院

(病院施設番号:030397)
長崎県 佐世保県北

圏域

平戸市立生月病院

(病院施設番号:034190)

静岡県 静岡
医療法人社団リラ溝口病院

(病院施設番号:030814)
長崎県 佐世保県北

圏域
国民健康保険　平戸市民病院
(病院施設番号:060057)

静岡県 静岡
清水駿府病院

(病院施設番号:030815)
長崎県 佐世保県北

圏域

医療法人医理会　柿添病院

(病院施設番号:076470)

静岡県 賀茂
医療法人社団健育会　西伊豆
健育会病院
(病院施設番号:050025)

長崎県 佐世保県北
圏域

青洲会病院

(病院施設番号:076669)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

たんぽぽ診療所

(病院施設番号:096876)

(病院施設番号:　　　　　)
岩手県 宮古

社会福祉法人恩賜財団岩手県
済生会岩泉病院
(病院施設番号:127088)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

中之郷クリニック

(病院施設番号:191080)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

あおぞら診療所クリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

うえだ小児科

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

静岡ホームクリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

するがこどもクリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

塩川八幡ヒルズクリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

東静岡クリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

高野橋医院

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

俵IVFクリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

とやまクリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

こどものこころとからだのに
しざわクリニック
(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

原田医院

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

東新田福地診療院

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

堀田内科医院

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

もりもりキッズ・アレルギー
クリニック
(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

山中整形外科

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

JINクリニック

(病院施設番号:　　　　　)

(病院施設番号:　　　　　)
静岡県 静岡

手越クリニック

(病院施設番号:　　　　　)

※　病院群を構成するすべての基幹型病院、協力型病院及び臨床研修協力施設（今回の届出により削除しようとするものを含む。）の所在都道府県、二次医療圏、名称をそれぞれの「所在都道府県」、

　　「二次医療圏」、「名称」欄に記入（既に病院施設番号を取得している研修病院等は番号を「名称」欄に記入）した上で、それぞれの施設が新たに臨床研修協力病院（協力施設）となる場合は

　　「新規」欄に「○」を記入し、また、臨床研修病院（協力施設）を追加又は削除する場合にはそれぞれの施設が以前の病院群に追加されるか以前の病院群から削除されるかにより「追加・削除」

　　欄に「追加」又は「削除」を記入すること。

※　当該病院群に係るすべての研修プログラムの名称及び募集定員（自治医科大学卒業生分等マッチングによらないものを含む）を「研修プログラム」欄に記入すること。

病院群を構成する臨床研修病院及び研修協力施設（病院又は診療所に限る）が同一の二次医療圏又は同一の都道府県を越えている場合は、その理由を以下に記載。　

地域医療研修をまとまった期間でできる施設が同県、二次医療圏になかったため

研修プログラム基幹型病院 協力型病院 臨床研修協力施設


